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厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけの見直しに向け、本格的な検

討を始める方針を固めた。季節性インフルエンザ並みの「5 類」への引き下げが念頭にあ

り、近く専門家を交えて新型コロナの感染力や感染した場合の症状の重さ、変異の可能性

などの評価に着手する。感染者隔離の根拠となっている入院勧告や医療費の公費負担、ワ

クチンの無料接種など特例的な措置の見直しも検討する。 

 感染症法では感染力などに応じて 1～5 類のほか、新型コロナが指定されている「新型

インフルエンザ等感染症」の類型がある。新型コロナは患者隔離などの強制的な措置が可

能で、「2 類相当」とされるが 1 類並みの強い措置もある。 

東京都が 9 日の厚労省の専門家組織「アドバイザリーボード（AB）」で示した資料による

と、今夏の第 7 波の感染者の死亡率は 0・09％だった。デルタ株が主流だった昨年夏の第

5 波（0・41％）、オミクロン株に入れ替わった今年初めの第 6 波（0・14％）よりも低下

した。ワクチン接種が進んだことに加え、自然感染による免疫を持つ人が増え、治療法も

増えてきたことが背景にあるとみられる。症状の重さは季節性インフルに近づいていると

の見方もある。 

 臨時国会で審議中の感染症法改正案には、衆院段階で与野党の修正協議により新型コロ

ナの類型見直しを「速やかに検討」するとした付則が加えられた。改正感染症法は 12 月

上旬にも成立する見通しで、厚労省幹部は「成立後すぐ（検討を）始める」としている。 

 加藤勝信厚労相は 24 日、BS フジの番組で「どうなれば 5 類、あるいはそれ以外にな

るのか、専門家に議論してもらい、（国民に）納得してもらうことが大事だ」と述べた。 

 厚労省は既に一部の感染症専門家らと議論を始めており、症状の重さなどの評価をまと

めた上で、AB などに示す。5 類などに移行する時期は、感染状況を見極めながら判断す

るため、年明け以降となりそうだ。【中川友希、原田啓之、横田愛】 

感染症法上で危険度が 2 番目に高い「2 類」より幅広い措置が取れる新型コロナウイルス

感染症について、厚生労働省が年内にも法的位置付けの見直しに向けた作業を始めること

が 25 日、政府関係者への取材で分かった。季節性インフルエンザと同じ 5 類への引き下

げも視野に、見直しが必要かど

うか、致死率や重症化率など重

篤度データの再評価から着手す

る。結論は年明け以降になる見

込みだ。 

 5 類に変更されれば、現在公

費負担となっている治療薬や診

療に関わる費用に自己負担が発

生する。感染者に外出自粛は求

めず、新型コロナ対応の特別措

置法に基づく緊急事態宣言など

ができなくなる。（共同通信） 


